
＜消防団について＞
消防団は、市町村の消防機関であり、その構成員である

消防団員は、他に本業を持ちながら、権限と責任を有する
非常勤特別職の地方公務員として、「自らの地域は自らで
守る」という精神に基づき、消防防災活動を行っています。

主な活動
・救急搬送（診療所及びヘリ搬送等）
・火災消火活動
・災害時の救難、救助活動
・救命講習会等

現在の消防団員状況
役場職員１５名
民間団員１名

お問い合わせ
町役場総務課
☎87-2241
担当：田島


